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発行　草加市健康福祉部長寿・介護福祉課 
〒340-8550  草加市高砂一丁目1番1号 

～いつまでも住み慣れた地域で暮らすために～ 
介護保険制度は、介護を社会全体で支える仕組みです。介護が必要になっても、必要
なサービスを選び、利用することによって、住み慣れた家や地域で、いきいきと暮ら
していくことができます。介護保険制度等について、みなさんにご案内します。 

〇介護保険ってどういう制度？ 
介護保険は将来介護が必要になったときに備えて、みんなで支え合う制度です。 
40歳以上の方には、加入者（被保険者）となって、介護保険料を納めていただきます。⇒２・３面 
市役所で申請をし、介護が必要であると認められると、介護サービスを利用することができます。⇒２・３面 
また、いつまでも元気に、いきいきと暮らしていけるように、さまざまな介護予防事業（地域支援事業）を行っています。⇒２・３面 

〇草加市独自のサービス（介護保険外サービス） 
市では、介護保険制度以外でも、様々な高年者向けのサービスを行っています。⇒４面 

地域包括支援センターは、高年者の総合相談窓口として市が設置しているセンターです。ここでは、保健師等、社会福祉士、主任ケアマ
ネジャーなどが主体となって、地域で暮らす高年者の保健、介護、福祉、医療など総合的な支援が行われています。 
 
おもな業務 
　●高年者に関する相談 
　●介護予防ケアプランの作成 
　●総合相談・支援（介護保険だけでなく、様々な福祉制度等を利用し、総合的に支援） 
　●権利擁護（成年後見制度の活用や虐待の早期発見・防止） 
　●地域におけるネットワークづくりやケアマネジャーへの支援 
また、高年者の介護をしているご家族への支援も行っています。 
 
市内に8か所のセンターがあり、お住まいの地域によって担当のセンターが決まっています。（下表） 
福祉に関する専門職員がお話をお伺いしますので、お気軽にご相談ください。 
 
〈開所日時〉毎週月曜日から土曜日　午前9時から午後5時まで 
〈休 所 日〉日曜日、祝日、年末年始、その他臨時にお休みする場合があります。 

草加市　長寿・介護福祉課 蕁922-0151（代表） FAX 922-3279
・要介護認定に関すること（認定係） 
・保険給付に関すること（給付係） 

蕁922－1414（直通） 
蕁922－1421（直通） 

・保険料に関すること（保険料係） 
・地域支援に関すること（相談支援係） 

蕁922－1376（直通） 
蕁922－2862（直通） 

■草加市地域包括支援センター一覧 
地域包括支援センター名 

谷塚・瀬崎 

谷塚西部 

草加中央・稲荷 

草加西部 

松原・草加東部 

安行 

川柳・新田東部 

新田 

所　在　地 

谷塚上町704-3 

遊馬町185 

吉町2-2-21 

草加4-5-1 

松江1-1-32 

苗塚町200-2 

青柳8-52-37 

柿木町1084

電話番号 

929－3613 

929－0014 

959－9133 

946－7030 

932－6775 

921－2121 

932－7007 

930－0771

お住まいの地域 

瀬崎、谷塚、谷塚町 

谷塚仲町、谷塚上町、両新田東町、両新田西町、新里町、柳島町、遊馬町 

高砂、住吉、神明、吉町、中央、手代町、稲荷 

氷川町、西町、草加 

栄町、松原、松江 

花栗、苗塚町、小山、北谷、北谷町、原町 

八幡町、弁天、中根、青柳、青柳町、柿木町 

旭町、金明町、長栄町、新栄町、清門町、新善町 



縱 ……平成23年９月 介護保険特集号 縒 平成23年９月…… 介護保険特集号 

認知症高年者家族やすらぎ支援事業 
　草加市では、認知症の方とそのご家族の介護負担を軽減す
るために、「認知症高年者家族やすらぎ支援事業」を実施して
います。 
　この事業は、専門の講習を受けたやすらぎ支援員がご家庭
を訪問し、認知症の方のお話し相手をするサービスです。 
　対象となるのは、おおむね60歳以上の在宅で生活する方
で、軽度の認知症の方。費用は無料。利用は週2回、1回1～2時間です。 　 
　青柳在住の齋藤美代さんは、やすらぎ支援事業を利用してから1年になります。美代さんは5
年ほど前からもの忘れが目立ち始め、病院でアルツハイマー型認知症と診断されました。近所
に住む長女の智恵さんは、介護について地域包括支援センター（※1面で紹介）に相談したとこ
ろ、やすらぎ支援事業を紹介され、サービスを利用し始めました。 
　「楽しくおしゃべりして、2時間あっという間です。」と美代さん。智恵さんも「やすらぎ支
援員さんに来ていただいている間に、家の用事を済ませたり病院に行ったりすることができる
ので助かります。サービスを利用してから、母はとても明るくなりました。もともと話好きの
母なのですが、普段ゆっくり話を聞いてあげることができないので、支援員さんにお話し相手
になっていただいて助かります。」とおっしゃっています。 　 
　詳しくは、相談支援係（蕁922－2862）までお問い合わせください。 

　からだやこころの状態をチェックし、介護が必要となる可能性の高い高年者（特定高年者）に介護予防
事業などをご案内しています。 
　生活機能評価の対象者は要介護認定を受けていない65歳以上の方です。 
　対象者には生活機能評価票（チェックリスト）を健診票と一緒に郵送しています（5月下旬）。 
　※社会保険加入者、生活保護世帯の方は申し込みが必要となりますのでお問い合わせください。 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
 
特定高年者として決定された方には、草加市および地域包括支援センターか
ら、介護予防事業などをご案内して、元気なからだづくりを支援します。 

●介護予防トレーニング 
　健康運動指導士の指導のもと、トレーニング機器を使った運動を行います。週2
回（全15回）のコースです。送迎あり。費用は500円。 

★介護予防教室（運動・栄養・口腔の教室） 
　軽いストレッチ体操を行いながら、バランスの良い食生活やお口の機能向上に
ついて学びます。週1回（全13回）のコースです。送迎あり。費用は無料。 

問い合わせ 保険料係　蕁922－1376

所得などに応じて７段階（８区分）にわかれます。あなたの介護保険料をチェックしてみましょう。 

問い合わせ 認定係　蕁922－1414

介護サービスを利用するためには、市に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。40歳から64歳の人は、特定疾病（※）により介護や支援が必要となった場合に限り、申請できます。 

　元気なうちから介護予防に取り組み、いつまでもいきいきと生活していただけるように、介護予防事業を実施しています。 
　65歳以上の方ならどなたでも参加できます。広報などでお知らせしますので、ぜひご参加ください。 

●パワーアップ健康教室 
市内5か所のスポーツジムで、体力の向
上を目指します。週1回（全12回）のコー
スです。費用は2,600円。 

●健康体操 
コミュニティセンターなどを巡回して、音
楽に合わせた簡単な体操などを行います。 
週1回（全4回）のコースです。費用は無料。 

★マッサージ・ストレッチ体操教室 
家庭でできる簡単な体操を行います。週1回（全10回）のコースです。会場は保健セ
ンター。費用は無料。広報12月号で募集予定。 

★骨密度測定 
骨密度を測定します。会場は保健センター。費用は100円。広報9月号および11月号
で募集。 

★地域健康相談 
看護師等が健康に関する様々な相談に応じます。週2回。午前9
時～正午。会場は各コミュニティセンター。費用は無料。 

●介護予防教室 
市内8か所の地域包括支援センターが実施する介護予防教室で
す。さまざまな内容で、楽しく介護予防を目指します。 

★栄養相談 
管理栄養士等が、食事・栄養に関する相談に応じます。会場は保
健センターなど。費用は無料。 

★健康発見大作戦 
元気でいきいきと生活するための講話や調理実習をします。会場は保健センターなど。費用は500円程度。 

65歳以上の人の負担を軽減するため、減免制度を実施しています。（滞納がない方に限ります。） 

●退所（退院）の見込みのない方などの免除 
・刑務所などに収監され、保険給付が受けられない方の保険料を免除します。 
・現在、介護保険が適用されない施設（精神病院等）に6か月以上入所（入院）していて、退所（退院）の見込みがない方の保険料を免除します。 

問　い 
合わせ 

問　い 
合わせ 

●相談支援係　蕁922－2862 
★保健センター　蕁922－0200

認知症の方のお話し相手をしています。 

※特定疾病とは 
●がん（末期） 
●関節リウマチ 
●筋萎縮性側索硬化症 
●後縦靭帯骨化症 
●骨折を伴う骨粗鬆症 
●初老期における認知症 
●進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症
及びパーキンソン病 
●脊髄小脳変性症 
●脊柱管狭窄症 
●早老症 
●多系統萎縮症 
●糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病
性網膜症 
●脳血管疾患 
●閉塞性動脈硬化症 
●慢性閉塞性肺疾患 
●両側の膝関節または股関節に著しい変形を
伴う変形性関節症 

認　定 

審　査 
要介護1～5

調査の結果や
主治医意見書
をもとに、介
護認定審査会
で専門家が審
査します。 

認定調査 
調査員が自宅を訪問
し、心身の状況を調査
します。 

申　請 

主治医意見書 
市から主治医に対して
病気などの状態をまと
めた意見書の提出を依
頼します。 

要支援1～2

非該当 

第1段階 21,240円/年 

生
活
保
護
を
受
け
て
い
ま
す
か
？
 

第2段階 21,240円/年 

第3段階 31,860円/年 

第4段階（特例）36,958円/年 

第4段階 42,480円/年（基準額） 

第5段階 48,003円/年 

第6段階 53,100円/年 

第7段階 63,720円/年 

減免の対象となりません。 

世帯内に住
民税を納め
ている方が
いますか？ 

老齢福祉年金を受
給していますか？ 

前年の合計所得金額と課税
年金収入額の合計が80万円
以下ですか？ 

住民税課税
者と生計を
ともにして
いますか？ 

住民税課税
者から扶養
をうけてい
ますか？ 

自宅を除き
活用できる
資産があり
ますか？ 

預貯金が
300万円
以下です
か？ 

本人の前年合計所得金額と
課税年金収入額の合計が
60万円以下ですか？（生
活保護受給者を除く） 

本人の前年合計所得金額と
課税年金収入額の合計が
120万円以下ですか？ 

本人の前年合計所得金額と課税年金収入額
の合計が80万円以下ですか？ 

本人が住民税を納
めていますか？ 

前年の合計所得金
額が200万円以上
ありましたか？ 

前年の合計所得金
額が125万円以上
ありましたか？ 

市
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

保
険
料
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。 

●収入の少ない方の減免 

はい 
はい 

はい 

はい 

はい はい はい 

はい 
はい 

はい 

はい 

はい 

はい はい 

いいえ 
いいえ いいえ いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ いいえ 

いいえ 

いいえ 
いいえ いいえ いいえ 

地域包括支援センターで実施した介護予防教室の様子。 
（上は吹き矢教室。下は料理教室。） 

相談支援係　蕁922－2862

市の窓口で要介護認定の申
請をします。 

　 
〈65歳以上の人〉 
・介護保険被保険者証 
 
 
〈40歳から64歳の人〉 
・健康保険被保険者証 
　のコピー 

　 
・かかりつけの医療機関名 
　主治医の氏名など 

持 ち 物 

確認事項 

色は黄色です。 

居宅介護支援事業所に連絡し、
介護サービス利用のためのケ
アプランを作成してもらい、
サービスの利用を開始します。 

地域包括支援センターに連絡
し、介護予防サービス利用の
ためのケアプランを作成して
もらい、サービスの利用を開
始します。 

地域支援事業の介護予防事業
が利用できます。 
（詳細は下に掲載） 

　市では要支援・要介護状態になるのをできるだけ防ぐとともに、要介護状態となった場合にも、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、地域支援事業を実施しています。 
　地域支援事業の一つとして草加市が取り組んでいるのが「介護予防事業」です。介護予防事業は、高年者の方が、いつまでもお元気に生きがいのある生活を送ることができるように支援する事業です。 



縟 

問い合わせ 

すこやかクラブ（老人クラブ）に加入しませんか？ 

……平成23年９月 介護保険特集号 

　すこやかクラブ（老人クラブ）では、地域の高年者が集まってグラウンドゴルフやカラオケなどで交
流を深めたり、ボランティア活動をしたりと、さまざまな活動をしています。地元の仲間を作りたい
60歳以上の方の加入をお待ちしています！ 

　　　　　　　草加市社会福祉協議会　蕁932－6770

相談支援係 蕁922－2862 
長寿企画係 蕁922－1342

草加市では、介護保険以外でも様々なサービスを行っています。よくあるお問い合わせとサービスをご案内します。 

月1回、決められた枚数を無料で支給します。 

ねたきりの高年者の方が受けられるサービスにはどのようなものがありますか？ 

●おむつ支給 
内　容 

65歳以上で要介護4または5と認定され、常時ねたきり状態の人、または要介護3以上で重度の認知症により常時排泄
の介助が必要な人（特別養護老人ホーム、有料老人ホーム等の施設入所者は除く。） 

対象者 

病院への入退院、通院や、福祉施設への入退所の移送にかかる費用の負担を軽減します。 
移送料金（上限月額20,000円）の1割は本人負担となります。 

●高年者、障がい者・障がい児移送サービス 

内　容 

要介護3から要介護5の認定を受けている人のうち、常時ねたきりまたは車いすを利用している状態（10分以上の座
位が保てない）にあり、外出時に車いす専用車やストレッチャー専用車（寝台車）等が必要な人 

対象者 

昼食をはさむ3時間程度のふれあいサロンを市内3か所（「きくの里」「であいの森」「わーくわっく草加」）で実施し
ています。みんなでお話ししたり、レクリエーションをしたりして楽しくすごします。※送迎あり。 
〈利用料〉①食事代「きくの里」「であいの森」650円、「わーくわっく草加」700円　②参加費140円 

最近家に閉じこもりがち。何か外出するきっかけになるものはないですか？ 

●生きいき元気サロン 

内　容 

65歳以上で閉じこもりがち、または、認知症のおそれがある人（要支援および要介護の認定者は除く。） 対象者 

65歳以上の方 対象者 

実施浴場 銭湯かっぱ天国（谷塚町647-8　蕁927－2909）／あづま浴泉（中央2-16-47　蕁924－5110） 
盧浴場開放サービス　高年者が地域でのふれあいを楽しむことができるように公衆浴場を開放しています。 
　　〈実施日時〉毎週金曜日　午後3時から午後7時まで　　〈利用料〉無料 
　 
盪入浴デイサービス　カラオケ、おしゃべりなどのレクリエーション活動や健康チェックを行います。 
　　〈実施日〉銭湯かっぱ天国　水・木・土・日　　あづま浴泉　月・火・水・土 
　　〈時間〉午前11時から午後3時まで　　〈利用料〉200円 

●ふれあい浴場 

内　容 

理容師が自宅を訪問して調髪等を行います。 
（住民税課税者は1回あたり2,000円を負担。非課税者は無料） 

●訪問理容サービス 

内　容 

65歳以上で常時ねたきり状態等の人 対象者 

月額5,000円を支給します。 
●ねたきり老人手当 
内　容 

65歳以上で病気等によりねたきりの状態、または重度の認知症により常時介護が必要な状態
が6か月以上継続している人（特別養護老人ホーム等の施設入所者は除く。） 

対象者 

寝具の丸洗いおよび乾燥消毒を定期的に無料で行います。 
●寝具洗濯乾燥消毒サービス 
内　容 

65歳以上の常時ねたきりの状態、または重度の認知症により寝具の衛生管理が困難な人 対象者 

食事を届けてくれるサービスはありますか？ 

●配食サービス 
1食あたり400円で1日1回昼食または夕食を配達し、その際に利用者の安否確認をします。 内　容 
65歳以上のひとり暮らしの高年者、高年者のみの世帯等で、買い物等の外出や食事の調理が困難であり、かつ他の
人から食事の提供が受けられない人 

対象者 

問い合わせ 
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